
 

 

政
令
第 

 
 

号 

商
工
会
及
び
商
工
会
議
所
に
よ
る
小
規
模
事
業
者
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令 

内
閣
は
、
商
工
会
及
び
商
工
会
議
所
に
よ
る
小
規
模
事
業
者
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十

三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。 

商
工
会
及
び
商
工
会
議
所
に
よ
る
小
規
模
事
業
者
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
二
百
十
八
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
権
限
の
委
任
） 

第
三
条 

法
第
七
条
第
一
項
及
び
同
条
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
（
法
第
八
条
第
三
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
、
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
経
済
産
業
大
臣
の
権
限
は
、
法

第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
経
営
発
達
支
援
計
画
を
作
成
し
た
商
工
会
又
は
商
工
会
議
所
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管

轄
す
る
経
済
産
業
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
二
以
上
の
商
工
会
又
は
商
工
会
議
所
が
同
条

第
一
項
に
規
定
す
る
経
営
発
達
支
援
計
画
を
作
成
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
が
二
以
上
の



 

 

経
済
産
業
局
の
管
轄
区
域
に
わ
た
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

附 

則 
（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
の
翌
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
経
済
産
業
大
臣
に
対
し
て
さ
れ
た
商
工
会
及
び
商
工
会
議
所
に
よ
る
小
規
模
事
業
者
の
支
援
に
関

す
る
法
律
第
七
条
第
一
項
の
認
定
又
は
同
法
第
八
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
の
申
請
で
あ
っ
て
、
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
認

定
又
は
変
更
の
認
定
を
す
る
か
ど
う
か
の
処
分
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
の
こ
れ
ら
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。 



 

 

理 

由 

経
営
発
達
支
援
計
画
の
認
定
等
に
係
る
経
済
産
業
大
臣
の
権
限
を
経
済
産
業
局
長
に
委
任
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。 


